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蒲郡市社会福祉協議会 蒲郡市中央地域包括支援センター運営規程  

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人 蒲郡市社会福祉協議会は、蒲郡市が委託する蒲郡市地域包括支

援センター運営事業（以下「委託事業」という）を実施するため、蒲郡市社会福祉協

議会蒲郡市中央地域包括支援センター（以下「事業所」という。）を開設し、介 護 保

険 法（ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。以 下「 法 」と い う 。）に 定 め る 要 支 援 の

状 態 に あ る 高 齢 者・第 一 号 介 護 予 防 支 援 事 業 対 象 者 (以 下「 利 用 者 」と い

う 。 )  に 対 し 、 適 正 な 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 ・ 第 一 号 介 護 予 防 支 援 事 業

を 提 供 す る こ と 及 び 地 域 住 民 の 心 身 の 健 康 の 保 持 及 び 生 活 の 安 定 の た め

に 必 要 な 援 助 を 行 う こ と に よ り 、 そ の 保 健 医 療 の 向 上 及 び 福 祉 の 増 進 を

包 括 的 に 支 援 す る こ と を 目 的 と す る 。 ま た 、 適 切 な 運 営 を 行 う た め に 必

要 な 人 員 及 び 管 理 運 営 事 項 を 定 め る 。  

 

（運営の方針） 

第 ２ 条  事 業 所 が 行 う 事 業 の 運 営 方 針 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

⑴ 利 用 者 が 、 可 能 な 限 り そ の 居 宅 に お い て 、 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ

と が で き る よ う に 配 慮 し て 行 う も の と す る  

⑵ 利 用 者 の 心 身 の 状 況 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 等 に 応 じ て 、 利 用 者 の 選

択 に 基 づ き 、 利 用 者 の 自 立 に 向 け て 設 定 さ れ た 目 標 を 達 成 す る た め

に 、 適 切 な 保 健 医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス が 、 当 該 目 標 を 踏 ま え

多 様 な 事 業 者 か ら 総 合 的 か つ 効 率 的 に 提 供 さ れ る よ う 配 慮 し て 行 う も

の と す る 。  

⑶ 事 業 所 は 、 利 用 者 の 意 思 及 び 尊 厳 を 尊 重 し 、 利 用 者 の 立 場 に 立 っ て 、

提 供 さ れ る 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 が 特 定 の 種 類 又 は 特 定 の 指 定 介 護

予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 不 当 に 偏 る こ と の な い よ う 、 公 正 中 立 に 行 う

も の と す る 。  

⑷事業所は、地域の保健、医療及び福祉サービス機関や住民の自発的な活動による

地域の取組み等と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。  

 

（事業所の名称等）  

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。  

⑴名称   蒲郡市社会福祉協議会蒲郡市中央地域包括支援センター  

⑵所在地  蒲郡市神明町１８番４号  

 

（職員の職種、員数及び職務の内容）  

第４条 事業所に勤務する職種、員数は次のとおりとする。  

⑴管理者（保健師 常勤 1 名）     １人 

管理者は、事業所の担当職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに事業

所の運営に必要な指揮命令を行う。  
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⑵担当職員 

保健師または経験のある看護師（非常勤２人）   ２人 

社会福祉士（常勤２人）                 ２人 

主任介護支援専門員（再任用２人）            ２人 

介護支援専門員（常勤２人）               ２人 

   担当職員は、利用者からの相談に応じるほか、依頼による介護予防サービス計  

画の作成、サービス調整業務、利用者へのモニタリング等一連のマネジメント業  

務に従事するものとする。  

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  

⑴営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、１２月２９日から１月３日及  

び国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 (昭 和 2 3 年 法 律 第 1 7 8 号 )に 定 め る 休 日 は 除

く 。 営業時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとする。  

⑵前各号に定めるもののほか、特に止むを得ない事情がある場合は、この限りでな  

い。 

(事 業 内 容 )  

第 ６ 条  事 業 所 は 、 次 に 掲 げ る 事 業 を 行 う も の と す る 。  

⑴ 包 括 的 支 援 事 業  

⑵ 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業   

⑶ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業   

⑷ 任 意 事 業  

⑸ 基 幹 型 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 業 務  

⑹ 前 各 号 に 掲 げ る 他 、 第 １ 条 の 目 的 を 達 成 す る た め の 事 業  

(指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 の 提 供 方 法 、 内 容 及 び 利 用 料 )  

第 ７ 条  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 の 提 供 方 法 及 び 内 容 は 次 の と お り と す る 。  

⑴ 利 用 者 の 相 談 は 事 業 所 内 及 び 利 用 者 の 居 宅 、 そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る

場 所 に お い て 行 う も の と す る 。  

⑵ 利 用 者 及 び 家 族 と の 面 談 に よ り 、 利 用 者 を 支 援 す べ き 総 合 的 な 課 題 を

把 握 し 、 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む た め に 必 要 な 目 標 を 設 定 す る 。  

⑶ サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 等 を 通 じ 、 目 標 を 達 成 す る た め に 行 う べ き 支 援 内

容 及 び 期 間 を 定 め た 計 画 を 作 成 す る 。  

⑷ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 者 等 か ら の 報 告 及 び 利 用 者 の 継 続 的 な ア セ

ス メ ン ト に よ り 、 計 画 の 実 施 状 況 を 把 握 し 、 必 要 に 応 じ て 、 計 画 変 更

等 を 行 う 。  

⑸ 計 画 に 位 置 付 け た 期 間 が 終 了 す る と き は 、 目 標 に 照 ら し た 計 画 の 達 成

状 況 に つ い て 評 価 を 行 う 。  

２  指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 を 提 供 し た 場 合 の 利 用 料 の 額 は 、 介 護 報 酬 の 告

示 上 の 額 と す る 。  

(事 業 の 委 託 )  
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第 ８ 条  事 業 所 は 、 委 託 事 業 に 規 定 す る 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 を

行 う に あ た っ て 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 、 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 委 託 す る

こ と が で き る 。  

⑴ 対 象 者 の 把 握 及 び 課 題 分 析 （ ア セ ス メ ン ト ）  

⑵ 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 ・ 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 計 画 （ 以 下 「 計

画 」 と い う ） の 作 成 及 び 変 更  

⑶ モ ニ タ リ ン グ  

⑷ 計 画 の 評 価  

⑸ サ ー ビ ス 利 用 実 績 の 作 成  

⑹ 事 業 所 へ の 計 画 及 び サ ー ビ ス 利 用 実 績 の 報 告  

(利 用 契 約 )  

第 ９ 条  事 業 所 が 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 を 行 う に あ た っ て は 、 利

用 者 と 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 及 び 介 護 予 防 支 援 の 契 約 を 締 結 し な け

れ ば な ら な い 。  

(事 業 の 実 施 地 域 )  

第 １ ０ 条  事 業 を 実 施 す る 地 域 は 、 蒲 郡 市 立 蒲 郡 中 学 校 区 内 と す る 。  

(秘 密 の 保 持 )  

第 １ １ 条  事 業 所 の 職 員 は 、 利 用 者 の 個 人 情 報 の 保 護 に 万 全 を 期 す と と も

に 、 正 当 な 理 由 な く そ の 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 他 に 漏 ら し て は な

い 。 業 務 が 終 了 し た 後 及 び 解 職 と な っ た 後 も ま た 同 様 と す る 。  

（ 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項 ）  

第 １ ２ 条  事 業 所 は 、 虐 待 の 発 生 ま た は そ の 再 発 を 防 止 す る た め 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

⑴ 事 業 所 に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電

話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。 ） を 定 期 的 に 開 催

す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。  

⑵ 事 業 所 に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。  

⑶ 事 業 所 に お い て 、 従 業 者 に 対 し 、 虐 待 の 防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に

（ 年 １ 回 以 上 ） 実 施 す る こ と 。  

⑷ 前 ３ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ と 。  

(苦 情 対 応 )  

第 １ ３ 条  事 業 所 は 、 提 供 し た サ ー ビ ス に 関 す る 利 用 者 か ら の 苦 情 に 対

し 、 迅 速 に 適 切 か つ 誠 実 に 対 応 し 、 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

（ そ の 他 運 営 に つ い て の 留 意 事 項 ）  

第 １ ４ 条  事 業 所 は 、 担 当 職 員 の 資 質 向 上 を 図 る た め 、 研 修 の 機 会 を 設 け

る と と も に 、 業 務 体 制 の 整 備 を 図 る も の と す る 。  

２  こ の 規 定 に 定 め る も の の ほ か 、 運 営 に 関 す る 必 要 な 事 項 に つ い て は 蒲

郡 市 、 社 会 福 祉 法 人 蒲 郡 市 社 会 福 祉 協 議 会 及 び 事 業 所 の 管 理 者 と の 協 議

に 基 づ き 定 め る も の と す る 。  
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附 則  

こ の 規 程 は 、 平 成 １ ８ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 １ ８ 年  ９ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ０ 年  ５ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ １ 年  ４ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ １ 年  ５ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年  ５ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ５ 年  ２ 月  ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ５ 年  １ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ６ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ７ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ８ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ８ 年  ７ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ９ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ３ ０ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ３ ０ 年  ６ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 平 成 ３ １ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 令 和  ２ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 令 和  ３ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 令 和  ３ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 令 和  ４ 年  ４ 月  1 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 令 和  ４ 年  ５ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

こ の 規 程 は 、 令 和  ５ 年  ３ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 ５ 年 規 程 第 １ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 令 和  ５ 年  ４ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 ５ 年 規 程 第 ３ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 令 和  ５ 年  ７ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 ５ 年 規 程 第 ４ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 令 和  ５ 年  ９ 月  １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 ５ 年 規 程 第 ５ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 令 和  ５ 年  ９ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 ５ 年 規 程 第 ６ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 令 和  ５ 年  １ ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 令 和 ５ 年 規 程 第 ４ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 令 和  ６ 年  ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


